
不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要

１ 趣旨

令和５年６月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等の政府方

針において、アナログ規制（目視、実地監査、定期検査・点検、常駐・専任、書面掲示、

対面講習、往訪閲覧・縦覧、ＦＤ等記録媒体等の各規制をいう。）として掲げられてい

る約１万条項について、令和６年６月までを目途に、当該規制の見直しを行うこととさ

れた。

これを受けて、以下のとおり見直しを行うものである。

(1) 登記簿の作成に関する規定の見直し

不動産登記や商業・法人登記等の登記簿は、「磁気ディスク」をもって調製すると

されているところ（不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第２条第９号、商業

登記法（昭和３８年法律第１２５条）第１条の２第１号等）、不動産登記規則（平成

１７年法務省令第１８号）、商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号）等の改正

を行い、クラウドサービスの利用等が可能であることを明確化する。

(2) 登記簿の附属書類閲覧のデジタル化

不動産登記法第１２１条第３項及び第４項、商業登記法第１１条の２並びに動産・

債権譲渡登記令（平成１０年政令第２９６号）第１８条等で規定される登記簿の附属

書類又は登記申請書等（以下、これらをまとめて「登記申請書等」という。）の閲覧

について、現在は登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされているところ、

不動産登記規則、商業登記規則及び動産・債権譲渡登記規則（平成１０年法務省令第

３９号）等の改正を行い、ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とす

る。

２ 省令案の内容

別紙のとおり改正を行う。

なお、前記１(2)については、省令改正の対象ではない、工場財団登記（工場抵当登

記規則（平成１７年法務省令第２３号））（同令を準用する他の財団登記を含む。）、立木

登記（立木登記規則（平成１７年法務省令第２６号））、夫婦財産契約登記（夫婦財産契

約登記規則（平成１７年法務省令第３５号））及び各種法人登記等（各種法人等登記規

則（昭和３９年法務省令第４６号）等）に係る登記申請書等についても、見直しの対象

に含まれる。



３ 施行期日

(1) 前記１(1)の改正 公布日

(2) 前記１(2)の改正 令和６年６月２４日

【参考】 ＜登記簿の附属書類閲覧のデジタル化（前記１(2)）の概要＞

１ 改正の概要

登記官は、登記申請書等の閲覧請求に際して請求人から別段の申出があり、かつ、

当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議システムを利用する方法によって閲覧を

させることができる。

請求から閲覧までの流れは以下のとおり。

ア 請求人は、窓口又は郵送で登記申請書等の閲覧請求を行う。このとき、閲覧請求

書とともに、ウェブ会議により閲覧をするための申出事項を記載した資料、本人確

認資料（写しで可）、正当な理由を証する情報（原本が必要。返信用封筒を同封し

た場合、閲覧後に原本を返送する。）（※）及び収入印紙を同封する。

※ 商業・法人登記における利害関係を証する書面については、写しでも可

イ 登記官は、相当と認めた場合には、提出された本人確認書類を確認し、また、正

当な理由（商業登記法第１１条の２等に規定する利害関係を含む。以下同じ。）を

証する情報から正当な理由の有無を審査する。

ウ 登記官は、正当な理由があると判断した場合、請求人に連絡し日程調整を行う。

エ 登記官は、ウェブ会議により請求人と面談して請求人の本人確認を行い、本人確

認ができた場合には、端末のカメラを用いてウェブ会議の画面上に登記申請書等を

映出し、請求人に閲覧させる。

なお、請求人は閲覧に際して、登記官の指示の下、録画等を行うことができる。

オ 返信用封筒が同封されていた場合、閲覧後、正当な理由を証する情報（原本）を

請求人に郵送で返却する。

２ ウェブ会議により閲覧をするための申出について

ウェブ会議による閲覧のための申出事項は、ウェブ会議による閲覧を希望する旨の

ほか、請求人とウェブ会議による閲覧の日程調整をするための連絡先電話番号、ウェ

ブ会議参加用ＵＲＬを送信するためのメールアドレス、ウェブ会議による閲覧を希望

する日時とする予定である。この記載例については、施行日までにホームページで公

表する。

３ 「別段の申出を相当と認めるとき」について



閲覧を希望する登記申請書等が多数である場合及び機器の故障や通信障害等により

物理的にウェブ会議システムを利用した閲覧ができない場合は、「相当と認めるとき」

には該当せず、登記官の面前で閲覧する必要がある。


